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受益者のみなさまへ
毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申
し上げます。
当ファンドは、FactSet US Tech Top 20
指数（配当込み、円ベース）の動きに連動し
た投資成果をめざしております。当作成期に
つきましてもそれに沿った運用を行ないまし
た。ここに、運用状況をご報告申し上げま
す。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、
お願い申し上げます。

★当 ファンドの仕組みは次の通りです。
商品分類 追加型投信／海外／株式／インデックス型
信託期間 2024年 3 月13日～2050年 3 月10日

運用方針
投資成果をFactSet US Tech Top 20指数（配
当込み、円ベース）の動きに連動させること
をめざして運用を行ないます。

主要投資
対 象

わが国の金融商品取引所上場のＥＴＦ（上場
投資信託証券）

株 式
組入制限 無制限

分配方針

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売
買益（評価益を含みます。）等とし、原則とし
て、信託財産の成長に資することを目的に、
配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等
収益が少額の場合には、分配を行なわないこ
とがあります。
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一歩先いく US テック・トップ20インデックス

設定以来の運用実績

決 算 期
基 準 価 額 FactSet US Tech Top 20指数

（税引後配当込み、円ベース） 投資信託
受益証券
組入比率

純 資 産
総 額

（分配落） 税　　込
分 配 金

期　　中
騰 落 率 （ベンチマーク） 期　　中

騰 落 率
円 円 ％ ％ ％ 百万円

1期末（2025年 3 月10日） 12, 047 0 20. 5 12, 154 21. 5 99. 8 22, 663 
2 期末（2026年 3 月10日） 16, 524 0 37. 2 16, 684 37. 3 100. 0 56, 475 

（注 1）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2） FactSet US Tech Top 20指数（税引後配当込み、円ベース）は、FactSet US Tech Top 20指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもと

に円換算し、当ファンド設定日を10, 000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
（注 3）海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
（注 4）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

FactSet は、FactSet US Tech Top 20指数の正確性および、または完全性を保証するものではありません。また、その中に含まれ
るデータおよびインデックス使用許諾者は、いかなる誤り、欠落または中断について責任を負うものではありません。FactSet は、
インデックスの使用許諾者、当ファンドの所有者、または当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの使用に起因する他
の人物または組織によって得られる結果について、明示的または黙示的に保証されるものではありません。FactSet は、明示的また
は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに含まれるすべてのデータの商品性、特定の目的または使用へ
の適合性について、一切の保証を明示的に否認します。これに限定されず、FactSet は、たとえそのような損害の可能性について知
らされていたとしても、特別損害、懲罰的損害、間接的損害または派生的損害（逸失利益を含む）に対する責任を一切負うものでは
ありません。
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一歩先いく US テック・トップ20インデックス

2

■基準価額・騰落率
期　首：12, 047円
期　末：16, 524円（分配金 0円）
騰落率：37. 2％（分配金込み）
■基準価額の主な変動要因

Global X Japan が運用するグローバル X US テック・トップ20 ETF に投資した結果、米国株
式市況の上昇、為替の円安がプラス要因となったことから、当ファンドの基準価額は上昇しまし
た。

運用経過

基準価額等の推移について 
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基準価額（左軸）　　　　　　分配金再投資基準価額（左軸）
ベンチマーク（左軸）　　　　純資産総額（右軸）

期　首
（2025. 3. 10）

期　末
（2026. 3. 10）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 2月10月 11月 12月 2026年
1 月

（注）分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

＊ 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを
示すものです。
＊ 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドも
あります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
＊ベンチマークは FactSet US Tech Top 20指数（税引後配当込み、円ベース）です。
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一歩先いく US テック・トップ20インデックス

年　　月　　日
基 準 価 額 FactSet US Tech Top 20指数

（税引後配当込み、円ベース） 投 資 信 託
受 益 証 券
組 入 比 率騰　落　率 （ベンチマーク） 騰　落　率

円 ％ ％ ％

（期首）2025年 3 月10日 12, 047 ― 12, 154 ― 99. 8
3 月末 11, 435 △5. 1 11, 702 △3. 7 99. 8
4 月末 11, 334 △5. 9 11, 401 △6. 2 99. 9
5 月末 12, 931 7. 3 12, 973 6. 7 99. 9
6 月末 13, 885 15. 3 13, 882 14. 2 100. 0
7 月末 15, 114 25. 5 14, 981 23. 3 99. 9
8 月末 14, 908 23. 7 14, 987 23. 3 100. 0
9 月末 15, 836 31. 5 15, 977 31. 4 99. 9
10月末 17, 798 47. 7 17, 637 45. 1 99. 9
11月末 17, 241 43. 1 17, 293 42. 3 100. 0
12月末 17, 483 45. 1 17, 609 44. 9 99. 1

2026年 1 月末 16, 966 40. 8 17, 288 42. 2 99. 9
2 月末 16, 217 34. 6 16, 405 35. 0 99. 9

（期末）2026年 3 月10日 16, 524 37. 2 16, 684 37. 3 100. 0
（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。
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投資環境について （2025. 3. 11 ～ 2026. 3. 10）

■米国株式市況
米国株式市況は、2025年 4 月の急落後上昇に転じ、史上最高値を更新しました。
米国株式市況は、当作成期首より、トランプ政権による関税引き上げへの懸念が強まり、大幅に
下落しました。特に、2025年 4 月 2 日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しい内容で
あったことから、株価はまれに見る急落に見舞われ、当作成期の安値を記録しました。しかし、同
月 9日に相互関税の大部分の適用が90日間停止されたことを受け、株価は急反発しました。 5月以
降も、米中双方による大幅な関税引き下げに加え、雇用情勢が悪化してＦＲＢ（米国連邦準備制度
理事会）の利下げ観測が強まったことなどが好感され、株価は上昇しました。 7月以降は、各国に
対する相互関税の引き下げなど通商交渉が進展したことに加え、 9月中旬のＦＲＢによる利下げ決
定などが、株価の上昇を促しました。さらに10月下旬にかけては、成長期待が高まったＡＩ（人工
知能）・半導体関連企業が相場上昇をけん引し、株価は史上最高値を更新しました。11月には、政
府機関の一部閉鎖の影響が嫌気されて下落しましたが、同月下旬には利下げ観測が再び高まったこ
とを好感し、反発しました。12月以降も、ＦＲＢによる利下げの決定や流動性供給の開始、半導体
関連企業の好業績などが好感され、株価は上昇しました。2026年 1 月以降は、経済指標の改善やイ
ンフレの沈静化が好感された一方で、「ＡＩ脅威論」の台頭を受け、情報サービスやソフトウエア
関連の企業が急落しました。 2月下旬には、イランをめぐる地政学的緊張が一時的に市場の重しと
なり、株価はおおむね横ばいで推移する中、当作成期末を迎えました。
■為替相場
米ドル為替相場は対円で上昇（円安）しました。
米ドル対円為替相場は、当作成期首より、米国の関税政策を発端として市場参加者のリスク回避
姿勢が強まったことなどから、円高基調となりました。2025年 5 月は、貿易交渉の進展を背景にリ
スク選好が強まったことなどから、月前半に円安が進行しましたが、月後半には、国内金利の上昇
を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まり、米ドル円は上昇幅を縮小しました。 6
月には、中東情勢の緊迫化などから米ドル円が上下に振れる局面もありましたが、日銀が追加利上
げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、日米金利差縮小への期待が後退し、円安が進行し
ました。 7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念
が強まったことなどから、円安基調が継続しました。 8月は、軟調な雇用統計などを受けて米国の
利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりましたが、 9月にかけてレ
ンジ内での推移となりました。10月から11月半ばにかけては、自民党総裁選挙の結果を受けた積極
財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が高まり、円安が進行しま
した。2026年 1 月には、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安が進行する場
面もありましたが、為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観
測を受け、円高が進行しました。当作成期末にかけては、米国財務長官による強い米ドル政策を支
持する発言や、高市首相が日銀の利上げに慎重な姿勢を示したとの報道などを受け、再び円安基調
となりました。
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前作成期末における「今後の運用方針」

主として、Global X Japan が運用するグローバル X US テック・トップ20 ETF に投資し、投資
成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。
ＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としました。

ポートフォリオについて （2025. 3. 11 ～ 2026. 3. 10）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は37. 3％、当ファンドの基準価額の騰落率は37. 2％となりました。
投資対象であるＥＴＦ（上場投資信託証券）と指数の動きの不一致や、投資対象であるＥＴＦの終

値と基準価額の不一致、当ファンドの資金の流出入のタイミングと当ファンドが投資対象であるＥＴＦ
を売買するタイミング、当該ＥＴＦが組入証券を売買するタイミングの不一致が、かい離要因となり
ました。その他、当ファンドおよび投資対象であるＥＴＦの運用管理費用、売買委託手数料等の費用
負担がかい離要因としてあげられます。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。

＊ベンチマークは FactSet US Tech Top 20指数（税引後配当込み、円ベース）です。

（％）

基準価額
FactSet US Tech Top 20指数
（税引後配当込み、円ベース）

40. 0
35. 0
30. 0
25. 0
20. 0
15. 0
10. 0
5. 0
0. 0

当　期
（2025. 3. 10～2026. 3. 10）

（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

主として、Global X Japan が運用するグローバル X US テック・トップ20 ETF に投資し、投資
成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。
ＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
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分配金について

主として、Global X Japan が運用するグローバル X US テック・トップ20 ETF に投資し、投資
成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行います。
ＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。

今後の運用方針

当作成期は、信託財産の成長に資することを目的に、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。
■分配原資の内訳（ 1万口当り）

項 目
当 期

2025年 3 月11日
～2026年 3 月10日

当期分配金（税込み） （円） ―
対基準価額比率 （％） ―
当期の収益 （円） ―
当期の収益以外 （円） ―  

翌期繰越分配対象額 （円） 6, 524 
（注 1） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後の有価

証券売買等損益」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」
は「収益調整金」および「分配準備積立金」から分配に充当した金額です。

（注 2） 円未満は切捨てており、当期の収益と当期の収益以外の合計が当期分配金
（税込み）に合致しない場合があります。

（注 3） 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分
配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。

（注 4） 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」は当該決算期末時点の基準価
額を上回る場合がありますが、実際には基準価額を超える額の分配金をお
支払いすることはございません。
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項　　　目
当　期

（2025. 3. 11～2026. 3. 10） 項　　目　　の　　概　　要
金　額 比　率

信 託 報 酬  12円 0. 082％
信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率
　　　　　当作成期中の平均基準価額は14, 911円です。

（投 信 会 社）  （5） （0. 033）
投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価
額の計算、法定書面等の作成等の対価

（販 売 会 社）  （5） （0. 033）
販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの
管理、購入後の情報提供等の対価

（受 託 会 社）  （2） （0. 016） 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価

売買委託手数料  14   0. 096  
売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益
権口数
売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料

（投資信託受益証券）  （14） （0. 096）

有価証券取引税  ― ―
有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益
権口数
有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金

そ の 他 費 用  1   0. 005  その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数

（監 査 費 用）  （1） （0. 005） 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用

合　　　　 計  27   0. 184  

（注 1）当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便
法により算出した結果です。

（注 2）各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
（注 3）各比率は 1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3位未満を四捨五

入してあります。
（注 4）組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払っ

た金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、
各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「 1万
口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

1万口当りの費用の明細
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総経費率
0. 56％

運用管理費用
（投信会社）
0. 03％

運用管理費用
（販売会社）
0. 03％

運用管理費用
（受託会社）
0. 02％

その他費用
0. 01％

運用管理費用
0. 41％

運用管理費用以外
0. 06％

当ファンド
 0. 09％

投資先　
ファンド
  0. 47％

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（ 1口当り）
を乗じた数で除した総経費率（年率）は0. 56％です。

参考情報
■総経費率

総経費率　（　①　＋　②　＋　③　） 0. 56％
①当ファンドの費用の比率 0. 09％
②投資先ファンドの運用管理費用の比率 0. 41％
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 0. 06％

（注 1）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注 2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注 3）投資先ファンドにおいて、上記以外に含まれていない費用は認識しておりません。
（注 4）各比率は、年率換算した値です。
（注 5）①の費用は、 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注 6）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注 7）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注 8）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。
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 ■売買および取引の状況
投資信託受益証券

（2025年 3 月11日から2026年 3 月10日まで）

銘　　　　　　　　柄 買　　　　　　付 売　　　　　　付
口　　　数 金　　　額 口　　　数 金　　　額

国 

内
千口 千円 千口 千円

GX US テック・トップ20 9, 288. 5 27, 965, 204 788. 6 1, 947, 797 

（注 1）金額は受渡し代金。
（注 2）金額の単位未満は切捨て。

（2）利害関係人の発行する有価証券等
（2025年 3 月11日から2026年 3 月10日まで）

種　　類 当 期
買　付　額 売　付　額 作成期末保有額

百万円 百万円 百万円
投資信託受益証券 27, 965 1, 947 56, 448 
（注 1）金額は受渡し代金。
（注 2）単位未満は切捨て。

 ■組入資産明細表
 国内投資信託受益証券

銘　　　　　柄 期　　首 当　　期　　末
口　　数 口　　数 評 価 額

千口 千口 千円
GX US テック・トップ20 10, 391. 8 18, 891. 7 56, 448, 399 

合 計
口 数、 金 額 10, 391. 8 18, 891. 7 56, 448, 399 
銘柄数＜比率＞ 1 銘柄 1 銘柄 ＜100. 0％＞ 

（注 1）合計欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
（注 2） 評価額の単位未満は切捨て。

 ■投資信託財産の構成
2026年 3 月10日現在

項　　　　　目 当　　　期　　　末
評　価　額 比　　 率

千円 ％
投資信託受益証券 56, 448, 399 99. 2 
コール・ローン等、その他 459, 033 0. 8 
投資信託財産総額 56, 907, 432 100. 0 
（注）評価額の単位未満は切捨て。

 ■利害関係人との取引状況等
 （1）当作成期中の利害関係人との取引状況

（2025年 3 月11日から2026年 3 月10日まで）
決 算 期 当　　　　　　　期

区分 買付額等
A

う ち 利 害
関係人との
取引状況 B

B/A 売付額等
C

う ち 利 害
関係人との
取引状況D

D/C

百万円 百万円 ％ 百万円 百万円 ％
投資信託受益証券 27, 965 126 0. 5 1, 947 ― ― 
コール・ローン 96, 772 ― ― ― ― ― 

（3） 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人
への支払比率

（2025年 3 月11日から2026年 3 月10日まで）
項　　　　　目 当　　　　　期

売買委託手数料総額（Ａ） 32, 697千円 
うち利害関係人への支払額（Ｂ） 152千円 
（Ｂ）／（Ａ） 0. 5％ 

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第 1項に規定される
利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証
券株式会社、Global X Japan 株式会社です。

＊ 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる
場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合が
あります。
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 ■損益の状況
当期  自 2025年 3 月11日  至 2026年 3 月10日

項　　　　　目 当　　　　期
（Ａ）配当等収益 2, 317, 735円

受取利息 2, 317, 735  
（Ｂ）有価証券売買損益 5, 277, 440, 631  

売買益 7, 895, 382, 966  
売買損 △  2, 617, 942, 335  

（Ｃ）信託報酬等 △  30, 028, 616  
（Ｄ）当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 5, 249, 729, 750  
（Ｅ）前期繰越損益金 △  421, 135, 621  
（Ｆ）追加信託差損益金 17, 469, 276, 931  

（配当等相当額） （ 1, 537, 642）
（売買損益相当額） （ 17, 467, 739, 289）

（Ｇ）合計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ） 22, 297, 871, 060  
次期繰越損益金（Ｇ） 22, 297, 871, 060  
追加信託差損益金 17, 469, 276, 931  
（配当等相当額） （ 1, 537, 642）
（売買損益相当額） （ 17, 467, 739, 289）
分配準備積立金 4, 828, 594, 129  

（注 1） 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しておりま
す。

（注 2） 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る
場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。

（注 3） 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照
ください。

■収益分配金の計算過程（総額）
項　　　　目 当　　　期

（ａ）経費控除後の配当等収益 2, 305, 724円
（ｂ）経費控除後の有価証券売買等損益 4, 826, 288, 405　
（ｃ）収益調整金 17, 469, 276, 931　
（ｄ）分配準備積立金  0　
（ｅ）当期分配対象額（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） 22, 297, 871, 060　
（ｆ）分配金  0　
（ｇ）翌期繰越分配対象額（ｅ－ｆ） 22, 297, 871, 060　
（ｈ）受益権総口数 34, 177, 601, 727口

 ■資産、負債、元本および基準価額の状況
2026年 3 月10日現在

項　　　　　目 当　　期　　末
（Ａ）資産 56, 907, 432, 772円

コール・ローン等 459, 033, 172  
投資信託受益証券（評価額） 56, 448, 399, 600  

（Ｂ）負債 431, 959, 985  
未払金 292, 465, 422  
未払解約金 120, 801, 742  
未払信託報酬 17, 524, 606  
その他未払費用 1, 168, 215  

（Ｃ）純資産総額（Ａ－Ｂ） 56, 475, 472, 787  
元本 34, 177, 601, 727  
次期繰越損益金 22, 297, 871, 060  

（Ｄ）受益権総口数 34, 177, 601, 727口
1 万口当り基準価額（Ｃ／Ｄ） 16, 524円

＊ 期首における元本額は18, 812, 730, 172円、当作成期間中における追加設定元本額
は26, 851, 431, 719円、同解約元本額は11, 486, 560, 164円です。
＊当期末の計算口数当りの純資産額は16, 524円です。
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《お知らせ》
■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について
　 　2025年 4 月 1 日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告
書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）

　＜変更前＞
　　（運用報告書に記載すべき事項の提供）
　　① 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第 1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供します。
　　②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。
　＜変更後＞
　　（運用状況にかかる情報の提供）
　　①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第 1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
　　② 前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求が

あった場合には、当該方法により行なうものとします。

　

　 　2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則として
いた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による
地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電
磁的方法での情報提供を進めてまいります。

11


	当ファンドの仕組み
	設定以来の運用実績
	運用経過
	基準価額等の推移について
	投資環境について
	前作成期末における「今後の運用方針」
	ポートフォリオについて
	ベンチマークとの差異について
	分配金について

	今後の運用方針
	1万口当りの費用の明細
	参考情報
	その他の計理データ
	《お知らせ》


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




